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（
別
紙
）船

員
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
に
つ
い
て

第
一

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

一

雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出
主
体
を
船
長
等
か
ら
船
舶
所
有
者
に
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

船
舶
所
有
者
が
備
え
置
く
べ
き
記
録
簿
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
記
録
等
の
客
観
的
な
方
法
等
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。

四

労
務
管
理
責
任
者
が
管
理
す
べ
き
業
務
と
し
て
、
記
録
簿
の
作
成
及
び
備
置
、
船
員
の
労
働
時
間
及
び
健
康
状
態
の
把

握
並
び
に
船
員
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

五

船
員
の
状
況
に
鑑
み
、
船
舶
所
有
者
が
講
ず
る
必
要
が
あ
る
措
置
と
し
て
、
勤
務
時
間
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
研
修

の
実
施
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

六

特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
時
間
外
労
働
と
し
て
、
防
火
操
練
、
救
命
艇
操
練
等
及
び
航
海
当
直
の
通
常
の
交
代
の
た

め
に
必
要
な
作
業
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
時
間
の
限
度
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

七

海
員
名
簿
等
の
書
類
の
備
置
期
間
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

八

船
員
手
帳
、
船
内
に
備
え
置
く
べ
き
書
類
等
の
書
式
等
に
つ
い
て
、
旧
姓
の
併
記
を
行
う
場
合
の
記
載
方
法
を
定
め
る
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こ
と
と
す
る
。

九

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
二

船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
改
正

一

求
人
申
込
み
を
不
受
理
と
す
る
労
働
関
係
法
令
違
反
の
程
度
及
び
不
受
理
と
す
る
期
間
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

求
人
者
が
求
人
の
申
込
み
時
に
明
示
し
た
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
求
職
者
に
対
し
て
明
示
す
べ
き
内

容
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

求
人
者
が
求
人
の
申
込
み
時
及
び
労
働
契
約
締
結
時
に
書
面
等
で
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
、
求
職
者

を
派
遣
船
員
と
し
て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

四

無
料
の
船
員
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
の
う
ち
、
心
身
の
故
障
に
よ
り
当
該
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

五

船
員
派
遣
事
業
の
許
可
申
請
に
つ
い
て
、
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
必
要
書
類
を
定
め
る
こ
と

と
す
る
。

六

派
遣
船
員
に
対
す
る
船
員
法
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

七

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
三

船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
等
の
一
部
改
正
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一

船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
、
救
命
艇
手
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号

）
及
び
船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る

証
明
書
等
の
様
式
等
に
つ
い
て
、
旧
姓
の
併
記
を
行
う
場
合
の
記
載
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。


